
 

平成２９年１２月１２日 

千代田区学校運営協議会（コミュティ・スクール）における地域学校協働活動について 

指導課 

１ 現状 

  平成２８年度より 千代田区立中学校が地域運営学校となる 

  平成２９年度より 千代田区立小学校が地域運営学校となる。 

  都内、３０自治体において、地域学校協働本部（文科省名称）が設置され、学校運営協議会と連動し

て地域学校協働活動が実施されているが、本区では未実施。 

 

２ 地域学校協働活動とは（詳細別紙１参照） 

  地域の高齢者、保護者、ＰＴＡ、ＮＰＯ、民間企業、団体等の幅広い地域住民等の参画を得て、地域

全体で子どもたちの学びや成長を支えるとともに、学校を核とした地域づくりを目指して、地域と学

校が相互にパートナーとして連携、協働して行う様々な活動。 

【地域学校協働活動の推進に向けたガイドライン（文部科学省）より】 

 

３ 地域学校協働本部とは（詳細別紙２参照） 

  従来の学校支援地域本部等地域と学校の連携体制を基盤として、より多くのより幅広い層の地域住

民、団体などが参画し、緩やかなネットワークを形成する子により地域学校協働活動を推進する体

制。 

【地域学校協働活動の推進に向けたガイドライン（文部科学省）より】 

 

４ 期待される効果など 

  〇社会に開かれた教育課程の実現 

  〇千代田区共育ビジョンの具現化 

・子どもたちの社会貢献意識、地域への愛着、コミュニケーション力の向上、質の高い学力向上 

  ・教員の地域、社会への理解促進。働き方改革の推進、授業改善の一助 

  ・地域の教育力の向上、地域の課題解決や活性化、 など 

 

５ 実施上の課題と解決策 

  （１）予算 

   平成３０年度については、特色ある教育活動の既定経費の枠内で行う。地域学校協働活動推進委

員（コーディネーター）の報償費は１時間当たり１５００円相当とし、年間１７６時間の中で学

校の実情に合わせて予算の範囲内で勤務する。 

  （２）対象校 

   平成３０年度については、先行実践経験のある神田一橋中学校及び和泉小学校で実施する。地域

学校協働活動活動推進員にあたる人材については、各校で依頼済み。  

  （３）位置づけ 

   学校運営協議会の中に地域学校協働活動を位置づけ、その中心となるのが地域学校協働活動推進

委員（コーディネーター）とする。地域学校協働活動推進委員（コーディネーター）は学校運営

協議会委員とし、地域学校協働本部は特に位置付けない。 
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千代田区版 地域学校協働活動の概要（図解） 
 

 

 

 

 

 

 

 

地域（高齢者、保護者、ＰＴＡ、ＮＰＯ、民間企業、団体等の幅広い地域住民等） 

コミュニティ・スクール 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校運営協議会 

【回数】 年３回 

【出席者】委員１５名 

     保護者、地域住民、学校

関係者、学識経験者、校

長、その他 

      

 

 

【身分】 非常勤特別職地方公務員

【謝礼】 ３０００円／回 

 

地域学校協働活動 
〇特色ある教育活動の運営 

〇読み聞かせボランティア 

〇家庭科ミシンかけ 

〇職場体験（キャリア教育） 

〇町たんけん（生活科） 

〇付き添い、引率 

〇課外授業（出前授業） 

〇ゲストティーチャー 

〇学校花壇・・・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＋地域学校協働活動推進委員 

（コーディネーター） 

行事・学年（教員） 

協力依頼 

打合せ等 

千代田区 

教育委員会 

コーディネート 

ネットワーク 
（地域の人材、課題、要望） 






